
 

●●角田市からのお知らせ●● 

対 象 者 角田市民（角田市に住民登録がある方） ※ 年齢は問いません。 

登録方法 ご利用には利用登録が必要です。登録を希望する方は以下をご持参の

うえ、まちづくり推進課（市役所西庁舎 2 階）にお越しください。 

 ① 通院又は入院を証明できるものの写し（診察券や紹介状、入院関係書類等） 

    ※ 「お見舞い」のため利用登録する方は、必要ありません。 

 ② 住所を証明できるものの写し 

（住所の記載がある 保険証、運転免許証、住民票の写し等） 

③ 本人の顔を写した写真（大きさ 縦４．５ｃｍ×横３．５ｃｍ）１枚 

※ ３か月以内に撮影したものをご用意ください。 

※ 令和７年度に利用登録した方は写真が不要となる場合があります 

ので、事前にまちづくり推進課にご相談ください。 

ご利用方法 利用登録された方に交付する「利用者証」をタクシー乗務員に提

示すると、タクシー料金の約半額の料金でご乗車いただけます。 

お申込み・お問い合わせ 角田市まちづくり推進課 定住交流係 
（市役所西庁舎 2階） ☎ ６３－２１１２ 

 

 

タクシー料金の       を助成します！ 

※ 

角田市では、市民がタクシーを利用してみやぎ県南

中核病院に通院する場合、タクシー料金の約半額 

(上限 3 千円)を助成する事業を実施しています。 

「行き」も「帰り」も 

タクシー料金が約半額！ 

乗りたいときに、 

いつでも利用できます。 

土・日・祝日もＯＫ！ 

お見舞いにも便利です。 

半額 

ご自宅 から みやぎ県南中核病院 までの 

※ 

 

※100 円未満切捨て、上限 3 千円 
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